
縦覧点検について 
縦覧点検とは、同一被認定者の公害診療報酬明細書等をおおむね３か月以上まとめて点検し、請求の全部又は一部につ

いて重複の有無等を確認することを指す。   

縦覧点検の目的は、同一人の数か月分の明細書をまとめて点検することで、算定回数に制約があるもの、薬剤の投与期

間が定められているもの、月をまたいでの入院時医学管理料等の算定など１か月ずつ点検していたのでは気付かなかった

問題点を発見することである。 

同一患者の直近３か月分の明細書を並べて、主に以下の項目について確認する。    

 

≪主な点検項目≫   

1 一般的事項 

(1) 重複受診がないかどうか。  

(2) 審査会が定める審査基準等に該当するものがないかどうか。  

2 重複請求  

(1) 同一月の請求で、同一公害医療機関の診療報酬明細書で内容が全く同じものがないかどうか。  

(2) 月遅れの請求分で、既に請求済みのものでないかどうか。  

3 初診療・再診療等  

(1) 総合病院を含む公害医療機関で、診療科ごとに算定していないかどうか。  

(2) 毎月初診療等が算定されていないかどうか。  

4 公害外来療養指導料  

(1) 初診療等を算定した初診の日から１か月以内に、算定されていないか。  

(2) 退院の日から１か月以内に算定されていないか。  

5 投薬料 

(1) １回の投薬量で、過剰と認められるものはないか。  

(2) ２以上の公害医療機関に受診している患者で、同一の薬剤を重複して投与されているものはないか。  

(3) 屯服薬で、投与過剰と認められるものはないか。  

(4) 抗生物質で、投与過剰と認められるものはないか。  

(5) 特殊な薬を長期間投与しているものがないか。  

6 注射料 

(1) 内服薬と併用し、重複していると認められるものがないか。  

(2) １回の量で、過剰と認められるものがないか。  

(3) 回数が過剰と認められるものはないか。  

7 処置料 

間歇的陽圧吸入法（ＩＰＰＢ）を長期間行っていないか。  

8 検査料  

(1) 検査の回数が多すぎるものはないか。  

(2) 検査の内容に、過剰と認められるものはないか。  

(3) 同一月に入院、外来で同一検査を２回以上行った場合に、２回目以降も第１回目と同点数で算定していないか。 

(4) 動脈血採取で、回数が多すぎるものがないか。  

9 画像診断料  



縦覧点検について 
必要以上に行っていると認められるものはないか。  

10 入院料  

(1) 外泊期間の多すぎるものはないか。  

(2) 検査のみで入院しているものはないか。  

(3) 他の疾病（認定疾病以外の傷病）で、入院したと認められるものがないか。  

11 その他 

 その他担当規程（指針・基準・疑義解釈及び通知を含む）に照らして疑義のあるものがないか。 


